
日 本 労 働 組 合 総 連 合 会           
山形県連合会     

  連合山形 副会長  金 子  浩  
  （ＪＡＭ 南東北 かわでん労働組合）  

２０１６年１２月１５日  
山形大学 『連合寄付講座』 

雇用・政策実現の取り組み 
政策実現に向けた労働組合の取組み 
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日本労働組合総連合会          
（連合） 

                

日本労働組合総連合会山形県連合会
（連合山形） 

 【自己紹介】 

  連合山形 副会長 

 

  ＪＡＭ山形県連絡会 会長 

  かわでん労働組合 執行委員長  金子  浩 

 

「連合山形」正式には「日本労働組合総連合会山形

県連合会」と言います。労働組合「連合」の“地域版”

といえます。 

現在、３２の産業別労働組合（「産別」といってます）を

中心に、４万９千人が参加しています。 

                連合は686万人の仲間が 
加盟する、労働組合の 
ナショナル･センターです。 



ＪＡＭは、機械・金属産業を 
中心とする産業に働く 
仲間３５万人が 
結集する、産業別 
労働組合です 

Japanese Association of Metal 
Machinery, and Manufacturing Workers 
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本日の講座概要 

労働組合の雇用 
 をはじめとした 
  政策実現活動が 
   具体的にどのように 
      行われているか！ 
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吉村県知事宛「２０１７年度山形県
予算編成に向けた要請 

２０１６「連合山形・経済経営団体
懇談会」（労使首脳懇談会） 

２０１６「山形県中央メーデー」 
開催 

連合山形「参議院議員選挙勝利！
６．１０総決起集会」開催 

結 論 

働く人の立場に立った政策を立案し、その実現をめざします。 
政治活動はその代表的なものです。 

働く人の立場に立った政策を立案し、その実現をめざしています。 
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 政治に無関心であっても、無関係ではありません。 

日本で生活をしている以上、日本の法律・政策や制度の中で生活しているのです。 
日本の政治制度は議会制民主主義です。国民から選ばれた代表（国会議員）で構成
される国会が立法作業を行い（政策や制度の仕組みがつくられ）、そこで決められ
た内容に基づき、行政が政策や制度を執行する仕組みをとっています。 

私たちはどんどん声を上げて政治や社会にかかわって行かなければなりません。 

 そして、税、社会保障、雇用政策など、勤労者の生活に影響を与える問題は、

連合がわが国の労働組合を代表して、勤労者・生活者の視点から、政府に政策

制度の改善を求めて行きます。 

 
連合の政策制度要求（連合の重点政策）は、２年単位でまとめられ、各年で最重点課題を絞りつつ
実現のための行動に取り組んでいます。連合の政策要求等については連合のホームページに、掲載
されております。 
 
 



～政策・制度要求と労動組合～ 

わたし達が自らの生活の維持向上、そして幸せを追求しようと考えるなら、企業・会社へ
対する要求だけでなく、外に出て積極的に政治や経済に関わっていく事が必要です。 

 税制、雇用、環境、労働法制、社会保障制度、経済政策など、こうした問題は、国や地域

社会の政治・ 経済の状況に大きな影響を受けております。 

私たちの暮らしは、職場での労働条件の維持向上の取り組みだけでは良くなりません。 

労働組合は、賃金や労働条件・職場環境の維持向上といった職場レベルでの取り組みを
行っています。 
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 政策実現力を高め働くことを社会の軸へ。 
 
 
 
 
 

連合は、働く者、生活者の立場から政策・制度について提言を行い、国・自治体・
政党への働きかけや世論形成を通じて、その実現をめざしています。 
その具体例が、社会保障、税制、教育、環境、東日本大震災からの復興・再生など
であり、これら政策・制度の実現こそが連合結成の原点であるといえます。 

日本労働組合総連合会 



        労働組合の仕事 

 すべての働く人々の雇用・労働条件の維持向上 
医療・年金・教育・環境など、くらしの安全・安心にかかわる 

政策の提言など、政策実現活動 

国・地方自治体 企  業 

労働組合 

企業との交渉で決まること 
 

賃金・労働条件の維持向上 

法律や制度で決まること 
 

税・社会保障なと 

要 求 要 求 団
体
交
渉 

政
策
・制
度
要
求 

政治活動 健全な労使関係 
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            平成２８年 １０月   給 料 明 細 書 

支  給 基本給 職能給 家族手当 時間外手当 支給総額 

１１０，１００ ９４，８００ ７，５６０ １０，２００ ２２２，６６０ 

社会保険料 健康保険料 厚生年金 雇用保険 社会保険料 計 

９，０２０ １５，３２７ １，５５８ ２５，９０５ 

税 金 等 所得税 住民税 税金等計 

６，８６０ ３，８００ １０，６６０ 

一般控除 組合費 財形貯蓄 共済会費 一般控除計 

３，５００ ３，０００ ６，５００ 

差引支給額 １７９，５９５ 

給料明細書から見る政策・制度要求 
①団体交渉などによる、企業に対する要求 

②国・地方
自治体など
への政策・
制度要求 

労働組合に対する 
一般的なイメージ 
 
  賃金上げろ！ 
  休みを増やせ！ 



 

    Wikipedia ウィキペディアより 

 政策（せいさく）とは、公共体が主体となって行う体系的な諸策のこと。 

   現代社会においては、政府や政党などの施政上の方針や方策を指すこともある。 

   なお、その策を実施することを施策（しさく）という。 
 

 雇用政策は、 
    １）政府が職業訓練の実施・雇用機会の創出によって失業を減らす「積極型政策」 

    ２）失業給付を通じた生活保障という形で失業者の所得を手当てする「消極型政策」 

      に大きく分かれる。 
 

   日本の「積極型政策」の例として「雇用調整助成金」や公共投資を通じた 

     雇用拡大策が挙げられる。                      

 政策とは？    
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その具体策を明確に打ち出す事。  国政・地方行政など。 

今何が問題となっていて、その問題を解決する為に何が必要か？ 

（Ａｃｉｏｎ） 

このサイクルにより、より進化させる事が望ましい。 

より良い政策を実現させる為には、ＰＤＣＡ 
Ｐ＝Ｐｌａｎ （計画）   
Ｄ＝Ｄｏ   （実行）   
Ｃ＝Ｃｈｅｃｋ（評価） 
Ａ＝Ａｃｔ  （改善） 

政策とは、理想と現実のギャップを埋めるもの 
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 「2017年度 連合の重点政策」の策定にあたり、連合として
最大限の労力を傾け、政策実現に向け取り組む項目として、
重点政策からさらに絞り込んだ「最重点政策」を設定。 
 
 2017年度（2016年7月～2017年6月）における実現にこだわ
り、政府・政党への働きかけ、審議会・国会審議対応、街宣
活動などを通じた世論喚起など、連合本部・構成組織・地方
連合会が一体となって幅広い運動を展開していく。 

連合 重点政策 



 
（１）東日本大震災からの復興・再生の着実な推進 
● 「復興・創生期間」における本格復興の道筋の明確化と復興財源の確実な確保 
● 雇用創出事業への支援措置の継続と雇用のミスマッチ解消に向けた就職支援強化 
● 災害公営住宅の整備の加速と個別事情に応じた移転促進策の拡充、独居高齢者の 
  「見守り活動」への支援強化 
● 保護者と子どもへの包括的支援のための養護教諭やスクールカウンセラーの配置拡充、 
  地域と学校との連携強化 
（２）経済・産業政策と雇用政策の一体的推進および中小企業・地域産業への支援強化 
● 企業におけるイノベーションによる新たな価値の創出を推進するための支援 
● サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配の実現とその環境整備 
（３）「公平・連帯・納得」の税制改革の実現 
● 税による所得再分配機能の強化、所得税の人的控除の見直し 
● 軽減税率制度の導入撤回および消費税の単一税率の維持を前提とした低所得者対策の実施 
● 自動車関係諸税の軽減・簡素化、税制改革全般における地方の税財源確保 
（４）労働者の健康・安全の確保のための労働時間制度の見直しと労働者保護ルールの堅持・強化 
● 特別条項付き36協定締結時の上限時間規制の法定化と「休息時間（勤務間インターバル）規制」 
  の導入 
● 解雇の金銭解決制度の導入などの解雇規制の緩和反対 
● 過労死問題やいわゆる「ブラック企業」問題等への適切な対処に資する労働行政の充実・強化 
（５）すべての労働者の雇用の安定 
● 雇用形態にかかわらない均等待遇原則の法制化 
● 障がい者の就労支援の拡充と職域拡大 
● 外国人技能実習制度の適正化と厳格な運用 
（６）すべての世代が安心できる社会保障制度の確立とワーク・ライフ・バランス社会の早期実現 
● 医療・介護・保育で働く職員の処遇改善と勤務環境改善による人材確保 
● 軽度者を含めた必要な介護保険給付の確保 
● 仕事と育児・介護の両立に資する就業環境整備の促進 
● ＧＰＩＦにおける、安全かつ確実な年金積立金運用の堅持と労使代表等が確実に意見反映できる 
  合議制などガバナンス体制の見直し 
● すべての雇用労働者への社会保険の完全適用に向けた適用要件の引き下げ 
（７）「子どもの貧困」の解消に向けた政策の推進 
● 生活困窮者自立支援制度の着実な実施と、学習支援をはじめとする任意事業実施自治体の拡大 
● 児童扶養手当などの支援策の拡充と支給回数の引き上げ 
● 教育の機会均等実現に向けた幼児教育の完全無償化 
● 高等学校の授業料無償化、大学の学費引き下げ、高等教育における給付型奨学金制度の導入の推進 
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政策決定プロセスへの労働組合の関わり 

連合の政策・制度要求の実現手法 

 ①政府との協議、国会・県市町村議会請願 
 ②政党との協議（政党要請、政策協定など） 
 ③国会対策、審議会等への参加と意見反映 
 ④経営者団体との定期協議 
 ⑤国際機関との連携 
 ⑥集会、デモ、大規模キャンペーン、職場における運動、 
  学習会、講演会など。 
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連合本部 ①政府との協議・要請 
厚生労働大臣に2017年度重点政策に関する要請を実施 

連合は、厚生労働大臣に対し、2017年度重点政策に関す
る要請を実施した。 
 
 塩崎恭久厚生労働大臣に要請書を手交。 
その後、 [1]長時間労働の抑制、 
    [2]非正規労働者の処遇改善、 
    [3]医療・介護・保育現場の人材確保、 
    [4]仕事と生活の両立 
 の4点の要請事項について説明した。 
 
 要請に対して塩崎大臣からは、「働き方改革は安倍政
権にとって最大のチャレンジ。人口減少問題に直面する
中で、皆が納得できる人生を歩むために必ず実現しなけ
ればならない政策である。要請いただいた事項はいずれ
も働き方、暮らし方そのものに関わる問題であり、しっ
かりと取り組んでいきたい」との回答があった。 
 
 これに対し、改めて連合から、過労死防止のための実
効性ある長時間労働抑制策や、年金積立金管理運用独立
行政法人（GPIF）のガバナンス体制の構築の必要性を主
張。また、連合に、非正規労働で働く方や育児・介護で
働くことを断念せざるを得ない方から労働相談が多数寄
せられていることを踏まえ、厚生労働省として誰もが安
心して働き続けられるよう政策資源を総動員すべきこと
などを強く要請した。 
 
 最後に塩崎大臣が「ディーセント・ワーク実現のため
お互いに知恵を出しあっていきたい」と述べ、終了した。  



18 

 連合は、8月31日財務大臣に対し、2017年度重点政策に関
する要請を実施した。 
 
 冒頭、神津会長から麻生財務大臣に要請書を手交。 
 その後、[1]震災からの復興・再生、[2]財政規律、 
     [3]税制改革、[4]雇用保険、[5]社会保障、 
     [6]教育 
     に関する要請事項について説明した。 
 
 要請に対して麻生大臣からは、「財政規律を保つことに留
意しつつ、未来へつながる社会資本整備を進めていく。 
 また、一億総活躍社会の実現に向けて、要請にもあった介
護人材・保育人材の処遇改善、給付型奨学金の創設なども検
討していく。税制改革についても議論していきたい。」との
回答があった。 
 
 続いて、働き方改革、生産性向上などについて意見交換を
行った。 

要請書手交 

連合本部 ①政府との協議・要請 
財務大臣に2017年度重点政策に関する要請を実施 



政策協定調印の様子 

協定書手交の様子 

連合本部 ②政党との協議（政党要請、政策協定など） 
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連合本部 ③国会対策、審議会等への参加と意見反映 
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連合本部 ④経営者団体との定期協議 

1月29日、経団連との懇談会を開催し「春季労使交渉をめぐる諸問題」
について意見交換を行った。 
 

3月17日、全国中小企業団体中央会（以降、全国中央会）との懇談を行
い、「下請取引等取引環境」について意見交換を行った。 
 

3月4日、一般社団法人日本生産技能労務協会（以下、技能協）と派遣労
働者の雇用の安定と処遇改善などに関して、第1回目の意見交換会を開催 

１月５日、東京都内のホテルで「2016新年交歓会」を開催し、各政党代
表や政府関係者、経済団体、労働界から約1200人にご参加をいただいた。 

2月22日、一般社団法人日本人材派遣協会（以下、派遣協）と派遣労働
者の雇用の安定や処遇改善などに関して、１回目の意見交換会を開催 

2月29日、TKPガーデンシティ御茶ノ水において、｢若者雇用促進法活用
セミナー～納得できる就活をサポートするために～｣を開催した。当日
は大学のキャリアセンター関係者を中心に、若者雇用に携わる関係者、
学生、マスコミなど約100名が参加した。 
 

活動の一部抜粋 

神津 里季生 連合会長 

鏡開き 



22 

   ＩＬＯ（国際労働機関）への積極的な参加 
   連合は、ILOにおいて日本の労働者を代表する団体と位置づけられており、連合結成 
   以来常にILO総会の労働代表を務めている。我が国における中核的労働基準の早期批 
   准、適用やILO条約批准促進をはじめ、世界の公正で適切な労働のため積極的に活動 
   を展開している。 
   現在、労使についても使用者側理事として日本経済団体連合会（経団連）の松井博志 
   国際協力本部副本部長、労働者側理事として連合の桜田高明国際顧問が選出されてい 
   ます。国際労働機関(ILO)は、「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ 
   確立することができる」という憲章原則の上に打ち建てられています。 
   1日8時間労働、母性保護、児童労働に関する法律、さらに職場の安全や平和的な労使関係を推進する一連の政策といった産業 
   社会の画期的な成果を生み出してきました。ILOは、幅広い労働の問題に全力で取り組む国際機関です。 
 
    国際労働組合総連合（ユニオン・インターナショナル） 

International Trade Union Confederation（ITUC） 
連合は、ITUCの主要組織として、連合の結成大会で確認した基本方針に記される 
とおり、「世界の労働者との連帯を強めながら、世界の恒久平和の実現、国際公 
正労働基準の確立、国際経済社会の新秩序形成に向けての活動を積極的に進めて 
いく」ために、各種活動への積極的な参画に努めている。 
ITUCは、国際労働機関（ILO）の労働側グループの事務局を務め、総会、理事会 
などすべての議決機関において、労働者の意見反映に努めている。 
国連の経済社会理事会（ECOSOC）においては総合諮問資格を保有し、また、国 
連食糧農業機関（FAO）や国際通貨基金（IMF）、世界銀行、世界貿易機関（WTO） 
などの国際機関からは諸会議に参加する承認を得ている。さらに、G8／G7、G20、 
APEC、ASEMなどの政府間会合に対しても、議長国との協議などを通じて政策提言を行っている 

連合本部 ⑤国際機関との連携 
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連合本部 ⑥デモ、集会、大規模キャンペーンなど 

大規模キャンペーン 



運動のパワーアップをはかるために 
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組織力 

発信力 

政策立案力 

政策実現力 

組織力を強化する 
・ 2020年「1000万連合」の実現 
・ 組合リーダーの育成と一体的な運動の推進 
・ 若者・女性の連合運動への参画促進 
・ 職場から始めよう運動のさらなる展開 

「政策実現力」を高める 
・「 生活者・働く者」の立場に立った 
  政策実現活動 

「政策立案能力」を高める 
・ 政策づくりを担う人材育成 
・ 専門家とのネットワーク強化 
・ 関連団体との連携強化 
・ 政策づくりを担う人材育成 

「発信力」を強化する 
・ 組織内への発信力強化 
・ 社会への発信力の強化 
・ 新たな手法の検討 



 運動のパワーアップをはかるために 

          連合の政治的役割と政治活動 

連合の役割 連合の政治活動 

 
１. 
 

 
１.労働者を代表する社的組織として『力と政策』 
 を強化。政治活動に積極的に取り組む 
 
２.『働くことを軸とする安心社会』に関する情報 
  発信と合意形成 
 
３.労働者の立場に立った政党・政治家との連携と 
 組合員の支持拡大 
 
４.『連合の進路』を基本とした政治を実現できる 
 政治勢力の結集 
 

 
○審議会等の政府・地方自治体の諮問機関への参加と、 
 支援政党・政治家と連携した政策・制度の実現 
 
○政党、市民グループ、諸団体と連携して政策・制度に 
 関する世論喚起、大衆行動を実践 
 
○『働くことを軸とする安心社会』実現のために連携し、 
 活動できる政党、政治家を支援。政策協定を結んだ政  
 党・政治家には連合が掲げる政策の実現を求める。 
 
○組合員の政治意識の向上と選挙活動への参加 
 
○法令遵守、社会通念上も節度を持った活動支援を推進 
  



政策実現に向けた政治活動の強化 

労働者・生活者を優先する政治・政策の実現、健全な議会
制民主主義が機能する政党政治の確立、与野党が互いに政
策で切磋琢磨する政治体制をつくる為、政権交代可能な二
大政党的体制の構築等を求め、要請活動の展開、組合員の
意識向上や参加促進など、政治活動を進めています。 
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連合は今回、比例代表選挙に、非拘束名簿式と
なってから最多となる12人の組織内候補を擁立
し、組織を挙げての闘いを進めた結果、8人の
当選となった。12人の候補者名での得票数は約
211万票で、2007年に獲得した過去最多の約
182万票から28万票を超える増となった。この
結果をすべての働く者のための政策実現に向け
た、力の発揮につなげていく。 
 

第24回参議院選挙結果について 

【山形県選挙区の投票結果】投票率62.22%（前回60.76%） 
  当選 舟山 やすえ（無所属・元） 344,356票 
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１．連合山形は以下の３つの政策を重点課題として地域から取り組む 
  ①人口減少問題への対策として、若者の定住促進に向けた施策や、若者が安心して結婚・出産・子育てできる環境づ 
   くりの強化など、地方創生に向け取り組む。 
  ②『医療・介護総合確保推進法』が成立し、重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活ができ、 
   必要とされるサービスが提供されるよう地域包括ケアシステムの構築に向け取り組む。 
  ③「貧困の連鎖」を防ぎ、家庭の経済状況の格差が教育の格差につながらないよう、社会的共通資本である義務教育 
   は原則無償とし、すべての子どもが学ぶための教育機会の保障と環境整備を推進する。 
２．政策・制度要求づくりとその実現に向けた取り組み 
（１）構成組織における政策課題や労働に関する課題、県民の生活に関わる課題にもとづいた「県予算編成に向けた要請」 
   づくりを進める。そのために、「制度政策確立委員会」の活動を強化し、政策要求の達成状況を見極めながら県民運 
   動として取り組む。 
（２）政党・議員・推薦首長との連携 
   連合山形議員懇談会や協力政党・推薦首長との協議など連携を密にして、政策実現に向けて議会対策など取り組みを 
   強化する。 
（３）各種団体との定期協議など 
   ①年２回経営者団体との懇談およびセミナーの開催と、中小企業家同友会との懇談を行い、連合山形の政策や活動の 
    理解浸透をはかる。 
   ②「みどりの山形県民会議」、「住民自治を考える山形県民会議」、「教育を考える市民フォーラム」など連合山形 
    に関連する団体と協力して課題の実現に向けて取り組む。 
   ③労働福祉団体、市民団体、ＮＰＯや経営団体などとの協議・協力関係を強化する。 
（４）県内各地域で連合の政策実現に向け、全地域協議会において地域課題にもとづいた政策要求をつくり、出来るだけ多 
   くの関係団体や自治体へ要請する。 
（５）政策実現に向けた世論喚起のために、未組織労働者や県民各界・各層に広く連携して、街頭行動や署名行動、チラシ 
   配布、決起集会など県民に見える大衆行動を展開していく。 

連合山形 政策・制度要求づくりとその実現に向けた取り組み 



 政策制度への取り組みについては、 
「政策制度確立委員会」の５部会に
おいて立案された政策を取りまとめ、
次年度の県予算へ反映させるため、
「山形県予算編成に向けた連合山形
の要請」毎年を行い後日、県関係部
署との意見交換会を実施する。また、
雇用労働政策を国の労働行政に反映
させるため、労働局への要請も行う。 
 
 今後も、構成組織における政策課
題や労働に関する課題、県民の生活
に関わる課題にもとづいた「県予算
編成に向けた要請」づくりを進める。   
そのために、「政策制度確立委員
会」の活動を強化し、政策要求の達
成状況を見極めながら県民運動とし
て取り組む。 

日本労働組合総連合会山形県連合会（連合山形）組織図 
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連合山形 ①県市町村議会請願 
吉村県知事宛「２０１７年度山形県予算編成に向けた要請」を実施 

 ９月７日「山形県庁会議室」において、吉村県知事に対し、２０１７年度
「山形県予算編成に向けた」連合山形の要請を行いました。 
 連合山形より、岡田会長、小口副会長、水戸副会長、丹野副会長、森副会
長、伊藤学副会長、設樂事務局長、小川副事務局長、柏木組織広報部長が出
席。 
  山形県より。吉村県知事、大澤商工労働観光部長、渡辺中小企業振興課長、
富樫雇用対策課長、津田高校教育課長が参加されました。 
  
 冒頭、岡田会長より、２０１７年度「山形県予算編成に向けた」連合山形
の要請書が、吉村県知事に手交され、その後、設樂事務局長より、 
①中小企業の活性化について【企業誘致や最先端技術への支援はもとより、
県内企業約６０,０００社（大多数が中小企業）の企業活動を継続していくた
め、中小企業が今なにを求めているのか、事業発展のため何が必要なのか、
そのために「山形県中小企業振興条例」をしっかり機能させること、そして、
産学官金労言により知恵を出し合う場が必要である。】 
 
②若者の県外流出について【東京都心や隣接する宮城県に年間多くの県民が
流出しており、県内の主要な労働条件でありセーフティネットである、最低
賃金の大幅引き上げが重要である。現在、山形県は一番低いランクに位置付
けられていることから、連合山形として県議会へ意見書採択の要請行動など
を説明した。】等について意見交換を行いました。 
 
今後、「県所管部門」との意見交換会を行い、文書による回答と、２０１７
年度県予算案での要請の予算化のチェックののち、冊子としてまとめて行く
予定です。 
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 県政に関わる幾つかの課題を討議し、連合山形がめざす「働くことを軸とする安心社会」を実現するため、５つの分
野について要請を取りまとめました。 
つきましては、働く者の立場からの意見・提言としてとしてお受けいただき、２０１７年度予算編成および県政運営に
おいて反映いただきますよう、以下のとおり要請申し上げます。 
 
２０１７年度山形県予算編成に向けた要請事項 
 

Ⅰ．雇用・労働政策 
１．若者の県外流出について 
２.長時間労働の削減とワーク･ライフ・バランスの実現に向けて 
３.女性が就労しやすい職場づくりの促進について 
４.非正規雇用対策について 
５.若者早期離職の抑制について 
６.障がい者雇用について 
７.高齢者雇用と労働力不足対策について 
 

Ⅱ．行政改革 
１．「やまがた創生総合戦略」の推進について 
２．新行革プランにおける地方行政サービス改革の推進について 
３．ハローワークの地方移管について 
４．指定管理者制度の導入について 
５．男女平等の視点に立った制度の取り組みについて 
６．政治や選挙への啓発活動について 
７．公正・公平な公務労働の実現について 
 

Ⅲ．産業・環境政策 
１．中小企業の国際競争力強化について 
２．中小企業の経営力強化と連携強化について 
３．中小企業向けＩＴ化の推進について 
４．高速道路のスマートインター化の促進について 
 
 
 
 

５．医療・介護分野の情報化推進について 
６．災害時の緊急物資輸送対策について 
７．港湾の津波対策とインフラ整備について 
８．森林経営計画制度の定着について 
９．「やまがた森林ノミクス」の推進について 
 

Ⅳ．社会保障政策 
１．地域包括ケアシステム構築に関わる認知症施策の展開について 
２．医療に関する施策の充実について 
３．介護に関する施策の充実について 
４．子育てに関する施策の充実について 
５．生活困窮者自立支援制度の充実について 
６．障害者差別解消法の施行に伴う施策の充実について 
 

Ⅴ．教育政策 
１．教職員の実務実態調査結果による具体的施策の実施について 
２．少人数学級の推進について 
３．地域コミュニティの中心となる学校の役割と連携について 
４．県公立高校入試「県外からも受け入れ」と県外人口流失への対応について 
５．県の奨学金事業未返還者への対応と事務手続きの改善について 
６．高等学校等就学支援金制度と授業料免除への対応について 
                                 以上 
 

吉村県知事宛「２０１７年度山形県予算編成に向けた要請」を実施 
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山形県最低賃金、21円上げ717円  
山形地方最低賃金審議会審答申「上げ幅は最大に」 
                                                      
 山形地方最低賃金審議会は、1時間696円となっている山形県最低賃金につい 
 て、21円引き上げて717円とするよう山形労働局長に答申した。 
 
 経済規模などに応じた都道府県のランクごとに示されていた、中央最低賃金 
 審議会の上げ幅の目安と同じ引き上げ幅だった。 
 
 山形地方最低審議会は7月5日に山形労働局長から諮問を受け、専門部会で5 
 回にわたって審議を行った。 
 
 労働者側は「最低賃金は人口減少など本県の喫緊の課題に広く関わる。 
 まだまだ水準は低い」などと主張。 
 
 使用者側は「目安ありきの審議は地方審議会の意義がなくなる」と疑問を呈 
 し、「最低賃金の引き上げよりも非正規雇用の正規化などの方がセーフティ 
 ーネットの役割は大きい」と訴えた。 
 
 労使双方の主張に隔たりがあり、採決の結果、労働者側委員と公益委員の9 
 人が賛成、使用者側委員4人が反対し、賛成多数で答申内容が決まった。 
 最低賃金が21円アップすることで、県内では7千人程度が対象になると推計 
 されている。 

連合山形 ③国会対策、審議会等への参加と意見反映 
山形地方最低賃金審議会審答申 
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- 
 ２月１日、春季生活闘争のひとつの取り組みとして「連合山形・経済経営団体懇談会」を開催、連合山形より岡田会長、小口副会長、
水戸副会長、角谷副会長、伊藤幹男副会長、森副会長、伊藤学副会長、設樂事務局長が出席、経済経営団体より山形県経営者協会寒河江
浩二（会長）、山形県商工会議所連合会清野伸昭（会長）、山形経済同友会熊谷眞一（代表幹事）、山形県中小企業団体中央会齋藤豊(
副会長）、山形県商工会連合会松田一彦（専務理事）、山形県経営者協会丹哲人（専務理事）、山形県経営者協会堀川広訓（事務局長）
が出席し、「デフレからの脱却・経済の好循環」のための月例賃金（基本賃金）の改善、「非正規労働者の雇用安定に向けた、処遇労働
条件の改善」などについて、連合山形より、２０１６「春季生活闘争交渉に関する要請書」（２０１６春季交渉に関する要請書）を手交
し、労使双方よりの意見交換会を経て、「山形県労使首脳懇談会意見集約」（山形県労使首脳懇談会意見集約）を行いました。 
- 
 

連合山形 ④経営者団体との定期協議 
２０１６「連合山形・経済経営団体懇談会」（労使首脳懇談会） 

http://www.rengo-yamagata.jp/wpress/wp-content/uploads/2016/02/懇談会全景.jpg
http://www.rengo-yamagata.jp/wpress/wp-content/uploads/2016/02/要請書手交.jpg
http://www.rengo-yamagata.jp/wpress/wp-content/uploads/2016/02/懇談会全景.jpg
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連合山形 ⑥デモ、集会、大規模キャンペーンなど 

「最低賃金の大幅な引き上げを求める」
街頭署名行動 

連合山形「参議院議員選挙勝利！
６．１０総決起集会」を開催 
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４月１６日（土）「大手門パルズ」において、連合山形主催、
（一社）山形県労働福祉協議会、東北労働金庫山形県本部、全
労済山形県本部の後援で、働く者の処遇改善と中小企業の活性
化など、地域活性化を一層推進する趣旨で「地域活性フォーラ
ム」を開催しました。連合山形 岡田 会長の主催者あいさつ
後、山形県知事 吉村 美栄子 様より「人と地域が輝く【や
まがた創生】の前進に向けて ～平成２８度の県政運営～」、㈱
山形新聞 代表取締役社長・山形新聞社グループ経営会議 議
長 寒河江 浩二 様より「地方創生で知恵を絞る ～産官学金
労言」と題し基調講演を頂きました。 
  
 続いて「地域活性」をテーマとした「パネルディスカション
」が行われ労働組合、行政、経営者、有識者のそれぞれの立場
での意見が述べられ、コーディネーターの(一社)山形県経済社会
研究所 顧問 高木郁郎 様よりまとめをいただき。１４０名
の参加者と共に「地域活性」の課題と、今後どう行動して地方
創生を具体化して行くのか意識の共有を図りました。 
（パネラーの皆さん） 
山形県商工労働観光部 部長     大澤 賢史 様 
山形パナソニック㈱  社長     清野 寿啓 様 
山形県中小企業家同友会 代表理事  西塔 秀幸 様 
（一社）山形県経済社会研究所 所長 立松  潔 様 
連合山形 会長           岡田 新一 

連合山形 地域活性フォーラム 

連合山形 ⑥デモ、集会、大規模キャンペーンなど 

http://www.rengo-yamagata.jp/wpress/wp-content/uploads/2016/04/DSC_8578.jpg
http://www.rengo-yamagata.jp/wpress/wp-content/uploads/2016/04/DSC_8545.jpg
http://www.rengo-yamagata.jp/wpress/wp-content/uploads/2016/04/DSC_8524.jpg
http://www.rengo-yamagata.jp/wpress/wp-content/uploads/2016/04/DSC_8514.jpg
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ＪＡＭは首切り・合理化、倒産等にも的確に対処できます。 
 
 景気は回復しているとはいえ、中小企業にとってはまだまだ厳しい企業環境が続いています。ＪＡＭを構成す
る多くの労働組合は中小企業に存在しているため、問題を抱えている企業が少なくありません。しかし、首切
り・合理化があたりまえのような社会的風潮の中にあって、ＪＡＭの各組合は安易な首切り・合理化を認めては
いません。ＪＡＭは会社に収支状況や資産・負債状況等の決算内容を明らかにさせて常に経営状況を労働組合の
立場からチェックし、問題があれば労使で議論して解決を図る等、首切り・合理化を出させない取り組みを日常
的に展開しています。首切り・合理化提案があった時、労働組合の立場から抜本的な「企業再建計画」を逆提案
し、労使でその計画を実行して、首を切らせずに企業を再建させた組合も少なからず存在します。 
 また、構成組織の中には、民事再生法を申請した企業もあります。ＪＡＭの指導を基に、当該労働組合と会社が
一体となり、破産寸前の企業再建させた実例もあります。 
 ＪＡＭの各組合は、雇用と職場を守るために経営戦略・方針にまで労働組合が強力にかかわる活動を行ってい
ます。 
 民事再生法 

「再建型」の倒産処理手続きを定めた新法で、平成12年（2000年）4月1日に施行された。債務の返済が困難な
会社や個人(債務者)が、債権者の同意の上で再生計画に従って債務を弁済し、事業の継続や経済生活の安定を
はかっていく制度。倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を食い止め、早期の再建を促すとともに、営業譲渡
などをスムーズに進めるのが狙い。民事再生法施行前の従来の和議法は、破産のように廃業・清算で処理する
清算型の倒産処理をしていたが、廃止された。  

雇用に関わる事例照会 
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労働組合は、問題を解決して行く事が最終的なテーマですが、その為には、日頃より、あらゆる方面
にアンテナを張りめぐらし、これからの、世論・情勢そして、身の回りの状況を把握・分析し、どの
ようにアクションを起こして行くか。 
そして、見直し新たな行動に繋げていくかを民主的に考え行動していきます。 



ご清聴ありがとうございました 
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